
川南町介護人材育成支援事業助成金の交付について 

 

（趣旨） 

介護職員の技術や能力の向上を促進することにより、介護サービス事業所（以下「事業所」という。）の介護

職員の確保及び定着率の向上並びに事業所の質的向上を図るため、町内の事業所で就労する介護職員の研修費

用に対し、予算の範囲内で助成金を交付します。 

 

（対象となる研修、助成の対象者、助成対象経費） 

対象となる研修 助成の対象者 助成対象経費 

介護福祉士実務者研修 

町内の事業所で就労している介護職員及び介護支援専門

員。ただし、次の①～⑤のいずれかに該当する場合は、助

成金の交付の対象としない。 

① 住所地の市町村民税（国保税を含む。）及び介護保険料

（第１号被保険者に係る分）の滞納があるもの 

② 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成

３年法律第７７号）第２条第６号に規定する暴力団員 

③ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２

条第２号に規定する暴力団又は前号に規定する暴力団

員と密接な関係を有するもの 

④ 研修計画の申請を行い、承認を得ていないもの 

⑤ その他町長が助成の対象として適当でないと認めるも

の 

他の助成制度によ

る補助金等の支給

額を差し引いた研

修受講料、受講手

数料、教材費（研修

を受講するに当た

り必要な物に限

る。）、その他町長

が適当と認めるも

の 

介護支援専門員実務研修 

介護支援専門員更新研修 

主任介護支援専門員研修 

主任介護支援専門員更新

研修 

 

【申請の流れ】 

助成を受けたい介護職員等は、町長に対して、事前に研修計画の承認の申請を行い、承認の決定を受ける必

要があります（事後申請のときは、助成の対象者から除外されます。） 

 

 

（研修計画の承認の申請） 

助成を受けたい介護職員等は、次の申請書一式を町長へ提出してください。 

１ 研修計画の承認の申請に必要な申請書一式 

① 川南町介護人材育成支援事業研修計画承認申請書（様式第１号） 

② 川南町介護人材育成支援事業収支予算書（様式第２号） 

③ 川南町介護人材育成支援事業申請に係る誓約書兼同意書（様式第３号） 

④ 住所地（※１）の市町村民税等の納付状況確認書（様式第４号） 

⑤ 申請する日の属する月の勤務表及び雇用証明書（任意様式） 

⑥ そのほか、町長が必要と認める書類 

※１ 住所地が川南町以外の者は、住所地の管轄する税務部署から交付される市町村民税等の滞納がないこ

とを証明する証明書を、別途添付すること。 

 

 町長は、研修計画の承認申請に対して、可否決定の通知を申請対象者に対して交付します。 

 研修計画の承認の決定を受けた介護職員等は、その決定に対し変更等が生じた場合は、川南町介護人材育成

支援事業研修計画変更承認申請書（様式第７号）を町長に提出し、その承認を受ける必要があります。 

 



（助成金の交付申請） 

 助成金の交付申請をしようとするときは、研修計画の承認が決定された対象の研修等が全て完了した日から

起算して３０日を経過した日又は研修等が全て完了した日の属する年度の末日のいずれか早い日までに、次の

申請書等を町長に提出してください。 

２ 助成金の交付申請に必要な申請書一式 

① 川南町介護人材育成支援事業助成金交付申請書（様式第８号） 

② 承認を受けた研修等において当該年度内に終了した修了証明書又は受講証明書の写し 

③ 川南町介護人材育成支援事業収支決算書（様式第９号）（※２） 

④ そのほか、町長が必要と認める書類 

※２ 支出した費用の領収書（原本）を決算書の裏面に添付すること。 

 

 助成金の交付申請があった場合は、町長はその内容を審査し、適当であると認める場合は、助成金の交付決

定を通知します。また、その交付決定を受けた介護職員等は、該当研修の修了証明書又は受講証明書の交付を

受けた日から起算して３年を経過するまで、町内で介護サービスを提供する事業所に就労しなければなりませ

ん。 

 

（助成金の請求） 

 交付決定された助成金の請求する場合は、次の請求書を町長に提出してください。 

３ 助成金の交付請求書 

① 川南町介護人材育成支援事業助成金交付請求書（様式第１１号） 

 

 

（継続就労確認） 

継続して就労していることを確認するため、毎年、就労先の介護事業所が発行した雇用証明書を町長に提出して

ください。 

定時確認のため、証明書等の交付があってから１年経過後、２年経過後、３年経過後に雇用証明書を町長に

提出してください（計３回）。 

 

 

【助成金の返還の対象となる場合】 

（交付決定の取消し等がされたとき） 

 交付決定された後において、次のいずれかに該当するときは、その決定を取り消し、既に交付した助成金の

全部又は一部を返還する必要があります。 

① 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。 

② 「助成の対象者」にある①～⑤のいずれかに該当することが判明したとき。 

③ その他交付決定の内容又は条件に違反したとき。 

（継続就労確認の出来ないとき） 

交付決定の後、助成金を受領した介護職員等が、該当研修の修了証明書又は受講証明書の交付を受けた日か

ら起算して３年を経過する日までに特段の理由なく離職したとき、又は就労が確認できないとき。 

 

＜問い合わせ窓口＞ 

宮崎県川南町役場 福祉課 介護保険係 電話 ０９８３－２７－８００８ 

 


